
第６号様式（第５条関係） 

 

随意契約の締結状況 

 

 

令和８年４月１７日 

 

新居浜市契約規則（昭和３９年規則第３２号）第２１条の３第３号の規定に基づく随意契約の締結状況を次のとおり公表します。 

契約の件名 契約締結日 契約金額 契約の相手方の名称等 契約締結の理由 担当課所名 

住友山田社宅剪定

（中低木）除草等業

務 

令和８年４月１日 ３，７６４，１７８円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

別子銅山文

化遺産課 

新居浜市市民の森

維持管理業務 

令和８年４月１日 ４，６２５，７６４円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

農林水産課 

垣生漁港弁財天公

園トイレ清掃業務 

令和８年４月１日 ２８３，０９６円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

農林水産課 

大島漁港西公園除

草業務 

令和８年４月８日 ５４，０７６円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

農林水産課 

新居浜駅周辺清掃

等業務 

令和８年４月１日 ５，２７７，０３０円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

都市計画課 



 

契約の件名 契約締結日 契約金額 契約の相手方の名称等 契約締結の理由 担当課所名 

滝の宮公園維持清

掃業務 

令和８年４月１日 ８，２０８，００７円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

都市計画課 

中央公園外１０か

所業務 

令和８年４月１日 １２，７８８，８６４

円 

新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

都市計画課 

ポケットパーク（犬

の見た夢）外５か所

保全管理業務 

令和８年４月１日 ５９５，１００円 新居浜市郷６８７番地  

社会福祉法人 すいよう会  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

都市計画課 

憩いの森保全管理

業務 

令和８年４月１日 ４１０，０００円 新居浜市大生院１６８６番地  

社会福祉法人 新居浜愛育会  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

都市計画課 

平尾谷公園保全管

理業務 

令和８年４月１日 ３９６，０００円 新居浜市郷６８７番地 

社会福祉法人 すいよう会 

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

都市計画課 

都市公園外除草及

び低木刈込業務 

令和８年４月１５日 ４，５７１，６００円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

都市計画課 

政枝町スクリーン

清掃業務 

令和８年４月１日 ５９７，０８０円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

道路課 



契約の件名 契約締結日 契約金額 契約の相手方の名称等 契約締結の理由 担当課所名 

新居浜市道管理業

務（その１） 

令和８年４月１日 ２，８９９，１６０円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

道路課 

久貢山・ふれあい公

園管理業務 

令和８年４月１日 １，４００，４７２円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

港湾課 

港務局管理地除草

清掃業務 

令和８年４月１日 １，４１４，９０８円 新居浜市滝の宮町２番１号 

公益社団法人新居浜市シルバー人材

センター  

地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第３号に該当

するため。 

港湾課 

 


